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石狩川水系辺別川 洪水浸水想定区域図(想定最大規模)

「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図50000（地図画像）及び

数値地図25000（地図画像）を複製した ものである 。（承認番号　平28情複、第207号）」

１．説明文 

（１）この図は、石狩川水系辺別川の水位周知区間について、水防法の規定によ り 定め ら れ た 想定し得る

　　　最大規模の降雨によ る 洪水浸水想定区域、浸水した 場合に想定され る 水深を表示した 図面です。

（２）この洪水浸水想定区域図は、指定時点の辺別川の河道の整備状況を勘案して、想定し得る 最大規模

　　　の降雨に伴う洪水によ り 辺別川が氾濫した 場合の浸水の状況をシ ミ ュレーシ ョンによ り 予測した も

　　　のです。 

（３）なお、このシ ミ ュレーシ ョンの実施にあた っては、支川の決壊 によ る 氾濫、シ ミ ュレーシ ョンの前

　　　提となる 降雨を超える 規模の降雨によ る 氾濫、高潮及び内水によ る 氾濫等を考慮していません ので、

　　　この洪水浸水想定区域に指定され ていない区域においても浸水が発生する 場合や 、想定され る 水深

　　　が実際の浸水深と異なる 場合があり ます。 

２．基本事項等 

（１）作成主体　　　　　　　　国土交通省　北海道開発局　旭川開発建設部 

（２）指定年月日　　　　　　　平成２８年７月２９日 

（３）告示番号　　　　　　　　国土交通省　北海道開発局　告示第１９６号 

（４）指定の根拠法令 　　　　 水防法（昭和24年法律第193号）第14条第1項 

（５）対象となる 水位周知河川 

　　　・石狩川水系辺別川（実施区間） 

　　　　左岸：上川郡美瑛町字下宇莫別784番1地先から 美瑛川への合流点まで

　　　　右岸：旭川市西神楽511番地先から 美瑛川への合流点まで

（６）指定の前提となる 降雨　　辺別川流域の７２時間総雨量４７７ｍｍ

（７）関係市町村　　　　　　　旭川市、美瑛町

（８）その他計算条件等

　　　辺別川以外 の河川については、溢水・越水のみを考慮しており 、決壊 も考慮した 洪水浸水想定区域

　　　は別途公表され ます。
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